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北 海 道 支 部 011（271）4028
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東 海 支 部 052（232）2216

四 国 支 部 087（826）0550
九 州 支 部 092（431）6402

エネルギー管理試験・講習センター　試験部 03（5439）4970

北 陸 支 部  076（442）2256
近 畿 支 部  06（6539）7515
中 国 支 部 082（221）1961

経済産業大臣登録研修機関

〒108-0023 東京都港区芝浦 2-11-5 五十嵐ビルディング   http://www.eccj.or.jp 

　　　　　　「国家資格」認定　エネルギー管理士

エネルギー管理研修

エネルギー管理士「国家資格」の認定は経済産業大臣登録
研修機関（一般財団法人省エネルギーセンター）の実施する
エネルギー管理研修の修了者に対して行われます。

○実施期間
平成27年12月14日（月）
  ～12月20日（日）

○申込受付期間
平成27年      9月 24日（木）
  ～10月20日（火）
　　（10月 20日（火）の消印まで有効）
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・「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）では、一定量以上のエネルギー使用工場
又は事業場は、指定工場等（一種、二種）として指定されることとなり、そのうちの「第一種エネ

ルギー管理指定工場等」の製造業などの５業種については、エネルギーの使用量の区分に応じて、

エネルギー管理士免状の交付を受けている方のうちから、１人から最大４人のエネルギー管理者を

選任しなければならないことになっています。

・エネルギー管理研修を修了し、経済産業大臣の認定を受けた場合、エネルギー管理士免状の交付を
受けることができます。

・エネルギー管理研修は、講義と修了試験から成り立っており、３年以上のエネルギーの使用の合理
化に関する実務経験を有する方が全課目の講義を受け、修了試験に全課目合格して研修を修了する

ことで、エネルギー管理士の資格を取得する制度です。

・一般財団法人　省エネルギーセンターは、平成 16年 10月１日付で経済産業大臣から登録研修機関
としての登録を受け、エネルギー管理研修の実施に関する業務を行っています。

［注 意］

　エネルギー管理研修は３年以上の十分なエネルギー管理の実務経験を備え、実務経験で

培われたエネルギー管理者として求められる相応の知識、技術的素養を「既にある程度保

持された方」を対象とした認定制度です。エネルギー管理研修を修了することで得られる

エネルギー管理士の資格は、国家資格と同等のものです。必要に応じてエネルギー管理士

試験のレベルをご確認ください。

（省エネルギーセンターホームページ（過去の試験問題）http://www.eccj.or.jp/mgr1/test_

past/index.html）

　講義は、受講者が「工学的な計算力を伴う専門知識」及び「エネルギー管理の実績」を

有していることが大前提であり、その上で修了試験が行われます（P.21 ～ 22 を参照）。

　したがって、エネルギー管理研修を受講するだけで、必ずしもエネルギー管理士の資格

が取得できるわけではありません。

　また、講義で使用するテキストなどを研修実施の約１ヶ月前に送付しますので、事前学

習を十分に行ってください。

エネルギー管理研修制度の概要1
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　　　一般財団法人 省エネルギーセンター

　エネルギー管理試験・講習センター　試験部

〒108-0023
東京都港区芝浦2－11－ 5　五十嵐ビルディング
電話　03－5439－ 4970
FAX　03－ 5439－ 6290
ホームページURL　http://www.eccj .or . jp

（1）研修の構成
　研修は講義（６日）と修了試験（１日）から成り立っています。

（2）研修の日程
①　実施期間
平成27年 12月 14日（月）、15日（火）、16日（水）、17日（木）、18日（金）、
19日（土）及び20日（日）
なお、最終日の 20日には修了試験（筆記試験）を行います。

②　申込受付期間
平成27年9月24日（木）～10月20日（火）
（10月 20日の消印まで有効です。）

（3）研修受講料
　研修受講料は 70,000円（非課税）です。
 　ただし、第 37回に修了試験課目の一部について合格し、今回は不合格の課目についてのみ研修

を受けようとする方は、50,000円（非課税）です。
　研修仮申込提出後、受講料の返金はいたしません。

（4）研修を受けるための資格
　（「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則」第８条より）

◇ エネルギー管理研修を受けようとする方は、

　エネルギーの使用の合理化に関する実務経験が3年以上あることが必要です。
　 　実務経験については、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基

準」（平成 21年３月 31日 経済産業省告示 第 66 号）を参照し、工場（事業場）の事業者から

証明してもらってください。（P. 13 ～ 17 のエネルギー使用合理化実務従事証明書の記載例な

どを参照してください。）

エネルギー管理研修実施機関2

エネルギー管理研修の内容3
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（5）研修地、研修会場及び募集人員

研 修 地 研 修 会 場
募 集 人 員

熱 分 野 電 気 分 野

仙 台 市 仙台卸商センター　卸町会館
　仙台市若林区卸町2－15－ 2 50 50

東 京 都 東京ファッションタウン（TFT）
　東京都江東区有明3－6－11 250 250

名古屋市 愛知県産業労働センター
　名古屋市中村区名駅4－4－38 100 100

大 阪 府 アジア太平洋トレードセンター（ATC）
　大阪市住之江区南港北2－1－10 150 150

広 島 市 RCC文化センター
　広島市中区橋本町5－11 50 50

福 岡 市 九州ビル
　福岡市博多区博多駅南1ー8ー31 50 50

※会場は都合により変更する場合がありますので、受講票送付の際に同封される会場案内で必ず確認してください。

（6）研修修了者
① 　新規受講者
　 　P. ６の（7）①の講義を全課目受けて※、P. ７の（8）の修了試験を全課目合格した方には、

研修修了者として、研修修了証を交付します。

　 　なお、今回の第 38回（平成 27年度）研修の修了試験課目の一部について合格した方は、次

年度に行われる研修に限り、その合格した課目の講義及び修了試験が免除されます。

　※全課目の講義を受講しなければ、修了試験は１課目も受験できません。

② 　一部課目合格者（一部課目合格者には、専用の申込資料が送付されます。）
ⅰ） 第 37 回（平成 26年度）に修了試験を受け、修了試験課目の一部について合格し、引き続

き今回の第 38回研修を受けようとする方は、第 37回に合格した課目の講義及び修了試

験が免除されます。

ⅱ） 今回の第 38回研修において、第 37回に不合格であった該当する課目の講義を受け、そ

のすべての課目の修了試験に合格した方は、研修修了者となります。

ⅲ） 今回の第 38回研修において、第 37回に不合格であったすべての課目の講義を受け、そ

の課目の修了試験を受験したが、該当する課目に合格しなかった場合、つまり、第 37回

（平成 26 年度）、第 38 回（平成 27 年度）の２年間で４課目合格しなかった場合は、平

成 28年に受講の際は、新規受講者として、全課目を受講し直さなければなりません。

ⅳ） 第37回に修了試験課目の一部について合格している場合であっても、本人の希望によって、

改めて全課目の講義及び修了試験を受けることができます。ただし、合格している課目免除

がすべて無効となり、講義及び修了試験を全課目受けなければなりません。（この場合、受

講料は70,000円です。）
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● 異なった分野を受講するときの課目Ⅰの取り扱いについて

注１） 課目Ⅰは熱分野・電気分野共通の必須基礎区分課目です。そのため、例えば、平成 26

年度に熱分野で受講して課目Ⅰが合格し、一部課目合格者となった場合で、平成 27年

度は電気分野を受講する場合は、電気分野の課目Ⅰは課目免除対象となります。（受講

料は 50,000 円。）

注２） 課目合格制度による免除は翌年限りとなりますので、この場合、平成 27年度に残りの

課目すべてに合格しなければ、平成 28年度に受講の際には、どちらの分野で受講する

にしても全課目を受講し直さなければなりません。

注３） 本人の希望によって、全課目を受け直すこともできますが、その場合は新規受講者の

扱いとなり、受講料は 70,000 円です。

注４） この課目Ⅰ合格の権利は課目合格者としての立場でのもので、どちらかの分野の合格

者となったと同時に消滅します。

※ エネルギー管理研修は、毎年夏に行われているエネルギー管理士試験とは異なる制度ですので、

エネルギー管理士試験で課目合格している課目は、エネルギー管理研修では免除対象とはなり

ません。

エネルギー管理士の免状の交付は 1回限りです。エネルギー管理研修を修了し、経済産業大

臣の認定を受け、エネルギー管理士免状の交付を受けた場合、毎年夏に実施されている、エ

ネルギー管理士試験を受験し、合格されても、新たに免状の交付は行われませんのでご注意

ください。



― 6 ―

■ 第 38回　エネルギー管理研修　平成27年度　受講の手引

（7）講義課目及び講義の時間割

①　講義課目

②　講義の時間割
　講義の時間割は、受講票送付の際に同封されます。

　講義時間は、9時 30 分～ 17 時 30 分頃ですが、講義の時間割の都合により、この限りでは

ありません。

　講義当日に不測の事態等が発生し、講師が講義できない場合は、音声録音等により実施する

ことがあります。

１ 熱力学の基礎 8時限
Ⅱ 熱と流体の流れの基礎 ２ 流体工学の基礎 4時限

３ 伝熱工学の基礎 4時限

Ⅲ 燃料と燃焼
１ 燃料及び燃焼管理 4時限
２ 燃焼計算 3時限
１ 計測及び制御 5時限
２ ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、

4時限
Ⅳ 熱利用設備及びその管理

蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン
３ 熱交換器・熱回収装置、冷凍・空気調和設備 3時限
４ 工業炉、熱設備材料 3時限
５ 蒸留･蒸発･濃縮装置、乾燥装置、乾留･ガス化装置 3時限

熱
分
野
専
門
区
分

Ⅰ エネルギー総合管理及び法規
１ エネルギー総合管理 7時限
２ エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令 2時限

必
須
基

礎
区
分

修了試験課目 講義課目 講義
時間

１ 電気及び電子理論 ※ 2時限
Ⅱ 電気の基礎 ２ 自動制御及び情報処理 ※ 2時限

３ 電気計測 ※ 2時限
１ 工場配電の計画 ※ 2時限
２ 工場配電の運用 ※ 2時限

Ⅲ 電気設備 ３ 工場配電の省エネルギー 2時限
及び機器 １ 電気機器一般 ※ 2時限

２ 回転機と静止器 ※ 2時限
３ 電気機器の省エネルギー 2時限
１ 電動力応用一般 ※ 2時限
２ 電動力応用の設備 3時限
３ 電動力応用の省エネルギー 2時限
１ 電気加熱理論及び設備 ※ 2時限
２ 電気加熱の省エネルギー 2時限

Ⅳ 電力応用 １ 電気化学理論及び設備 ※ 2時限
２ 電気化学の省エネルギー 2時限
１ 照明理論及び設備 ※ 2時限
２ 照明の省エネルギー 2時限
１ 空気調和理論及び設備 2時限
２ 空気調和の省エネルギー 2時限

電
気
分
野
専
門
区
分

〔平成27年12月14日（月）～12月19日（土）〕

（工場配電）

（電気機器）

（電動力応用）

（電気加熱）

（電気化学）

（照　　明）

（空気調和）

（備考）
１　この表において、１時限は、40分とします。
２　各研修区分ごとの講義課目は必修とします。ただし、電気分野専門区分を選択する方のうち第一
種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている方に限り、※を付した講
義課目の講義を受講しなくても、修了試験を受けることができます。

研
修

区
分
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（8）修了試験課目及び時間割

　修了試験は、筆記試験（記述式）です。（マークシート方式ではありません。）

　修了試験は、課目の順番（課目Ⅰ , Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ）と時限の順番（１, ２, ３, ４時限）とが異なっ
ていますので、注意してください。

　◇熱分野専門区分修了試験 〔平成 27年 12月 20日（日）〕

試験時間
１時限

9：30～10：50
（80分）

２時限
11：20～12：50
（90分）

３時限
13：50～15：40
（110分）

４時限
16：10～17：30
（80分）

試験課目
Ⅰ

エネルギー総合管理
及び法規

Ⅳ
熱利用設備
及びその管理

Ⅱ
熱と流体の流れ
の基礎

Ⅲ
燃料と燃焼

課目内容
（ ）内は問題数

・ エネルギーの使用の
合理化等に関する
法律及び命令※（1）

・エネルギー総合管理
・エネルギー情勢・政策、
エネルギー概論（1）
・エネルギー管理技術の
基礎（1）

・計測及び制御（2）
・熱利用設備
・ボイラ、蒸気輸送・貯蔵
装置、蒸気原動機・内燃
機関・ガスタービン（2）
＊熱交換器・熱回収装置（1）
＊冷凍・空気調和設備（1）
＊工業炉、熱設備材料（1）
＊ 蒸留 ･蒸発 ･濃縮装置、
乾燥装置、乾留 ･ガス
化装置（1）

・熱力学の基礎（2）
・流体工学の基礎（1）
・伝熱工学の基礎（1）

・燃料及び燃焼
管理（2）
・燃焼計算（1）

注 ※印の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令」は、平成27年 4月 1日時点で施行されてい　る

法令となります。

注＊印は選択問題であり、４問題の中から1問題を解答します。ただし、講義は、すべて受けなければなりません。

　◇電気分野専門区分修了試験 〔平成 27年 12月 20日（日）〕

試験時間
１時限

9：30～10：50
（80分）

２時限
11：20～12：50
（90分）

３時限
13：50～15：40
（110分）

４時限
16：10～17：30
（80分）

試験課目
Ⅰ

エネルギー総合管理
及び法規

Ⅱ
電気の基礎

Ⅳ
電力応用

Ⅲ
電気設備
及び機器

課目内容
（ ）内は問題数

・ エネルギーの使用の
合理化等に関する
法律及び命令※（1）

・エネルギー総合管理
・エネルギー情勢・政策、
エネルギー概論（1）
・エネルギー管理技術の
基礎（1）

・ 電気及び電子理論（1）
・ 自動制御及び
情報処理（1）
・ 電気計測（1）

・ 電動力応用（1）
＊電気加熱（1）
＊電気化学（1）
＊照明（1）
＊空気調和（1）

・ 工場配電（1）
・ 電気機器（1）

注 ※印の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律及び命令」は、平成27年 4月 1日時点で施行されてい　る

法令となります。

注＊印は選択問題であり、４問題の中から2問題を解答します。ただし、講義は、すべて受けなければなりません。
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研修を受けるためには、まず、一般財団法人 省エネルギーセンターに「研修仮申込書」を提出
してください。これに基づき、研修を受けるための資格の審査を行い、研修受講者を決定します。

（1）研修仮申込受付期間
　研修仮申込受付期間は、平成27年 9月 24日（木）から平成27年 10月 20日（火）
までです。
　受付期間内の郵便局の消印があるもの（料金別納郵便及び料金後納郵便は、受付期間内に到

着したもの）に限り受け付けます。なお、原則として日付順で受け付け、募集人員を超えたと

きは受付できません。

（2）研修仮申込みの方法
　研修仮申込みは、（３）の研修仮申込みにおける必要書類を提出してください。提出方法は郵

送に限ります。この際、書類の紛失などの事故を防止するため、この「受講の手引」にとじ込

まれている指定の封筒を使用し、最寄りの郵便局より必ず簡易書留郵便にて郵送してください。
　（インターネットでの申込受付はありません。）

　　仮申込書提出先：一般財団法人 省エネルギーセンター エネルギー管理試験・講習センター　試験部
 　「エネルギー管理研修」仮申込係
 　〒108－0023　東京都港区芝浦2－11－5　五十嵐ビルディング

（3）研修仮申込みにおける必要書類（同封する書類 A、B、C、D及び E）
　次のＡ、C及びDの書類は、この「受講の手引」にとじ込まれています。
　仮申込書などの記入に際しては、注意事項、記載例を参照のうえ、黒ボールペン又は黒イン
クを使用し、仮申込者本人がかい書で正確に書いてください。なお、記載事項を訂正した場合は、

その箇所に押印してください。

Ａ．エネルギー管理研修仮申込書（P. 12 の記載例を参照してください。）
Ｂ．写真（下記のものに限ります。Aの仮申込書に貼付してください。）
１） 仮申込者本人の１人で撮影したもの（カラー、白黒どちらでも可）。

２） 仮申込日から６ヶ月以内に撮影したもの。

３） 縦 45mm×横 35mmの大きさ（パスポート用写真と同じ大きさ・それ以外の大きさは

不可）でふちなしのもの。

４）正面、脱帽、無背景、上半身（肩口まで）を撮影した写真で、本人とすぐに判別でき
る鮮明なもの。

５）集合写真やスナップ写真等の切り抜き、プリンタで作成したもの（専用の印画紙で作成

したものを除く）、写真をコピーしたものは使用できません。

Ｃ．エネルギー使用合理化実務従事証明書（P. 13 ～ 17 の記載例などを参照してください。）
　ただし、第 37回（平成 26年度）に修了試験課目の一部について合格している方は、Cの
書類の提出の必要はありません。

研修を受けるための手続き4
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Ｄ．受講料払込受付証明書
１）研修受講料は、銀行、郵便局（ゆうちょ銀行）への払込みにより納付してください。一般財団

法人 省エネルギーセンターへの直接送金（現金書留など）はできませんので注意してください。

２）払込みには、この「受講の手引」にとじ込まれている指定の払込用紙を使用してください。
　　（インターネットバンキングによる振込、ATMからの振込、法人からのデータ伝送による振

込などはしないでください。）また、仮申込者１名につき、１枚の払込用紙を使用してください。

３）指定の銀行口座番号、金額などは、払込用紙に印刷済みです。なお、払込手数料は払込人負担

となります。

　　また、法人などからの払込みの場合、「ご依頼人住所氏名」欄に法人名などを記入しても差し
支えありませんが、仮申込者本人の氏名は必ず記入してください。
４）銀行又は郵便局（ゆうちょ銀行）へ払込みを行うと、５枚綴りの払込用紙のうち、２枚が返却

され、そのうちの振替払込受付証明書（＊印のある用紙）を仮申込書の「受講料振替払込受付証
明書貼付欄」に必ず貼り付けてください。（コピーは不可です。）
５）払込みをし、申込みの後に手元に残る振替払込請求書兼受領証（振込金（兼手数料）受領書）は、

研修受講料の払込みの証拠となるものですので、大切に保管してください。なお、領収書は、こ

の振替払込請求書兼受領証で代えさせていただきます。それ以外の領収書は一切発行いたしませ

んので、ご了承ください。

６）一度払い込まれた研修受講料は、受講資格審査により受講が認められない場合のほかは、自己
都合による取消しの申出や研修不参加の場合でも返金いたしません。
７）研修受講料の払込みについては、研修仮申込書の受付期間前でも差し支えありません。

Ｅ．講義の受講免除に関する証明書
　　電気分野専門区分を受けようとする方で、第一種又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けて

おり、講義の受講免除を希望する方は、第一種又は第二種電気主任技術者免状の写しを添付してく

ださい。（免状の写しは、原寸大とし、鮮明であること。）免状の写しが、不鮮明な場合、汚れてい

る場合、氏名などの記載内容が違う場合などは、講義の受講免除が受けられないことがあります。（な

お、講義の受講免除の場合でも、修了試験は、全課目受けなければなりません。）

〔注〕    障害等により座席、持ち物等に配慮を必要とする方は、申込時にその旨を記入した用紙を同封し

てください。

（4）研修仮申込書不備などの扱い

　研修仮申込書について

（a）記載事項に不備がある場合

（b）写真の貼付がされていない場合（写真貼付欄記載事項参照）

（c）指定の研修受講料払込受付証明書の貼付がされていない場合

（d） エネルギー使用合理化実務従事証明書の添付がされていない場合（記載が不適格である場合を

含む）

などは、受理せずに不備書類として返送します。
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（1）研修資格審査などのスケジュール

①　研修仮申込書に基づき、研修を受けるための資格審査を行い、研修受講者となった方につ

いては、「研修仮申込書」を「正式な申込書」として受理し、資格審査の結果通知、受講票、

教材（テキスト）、講義の時間割、会場案内図などを送付します。

②　資格審査の結果通知、受講票、教材（テキスト）一式は、11月 12日（木）頃に、受
講者の現住所へ郵送いたします。11月 20日（金）までに到着しない場合は、一般財団
法人省エネルギーセンター　エネルギー管理試験・講習センター　試験部（電話 03－5439-

4970）まで、必ず連絡してください。申込書提出後、転居などにより住所が変更になった場合は、

必ず新住所を連絡してください。

③　研修地の変更は 10月末まで受け付けます。以降の変更は認められませんのでご注意くだ

さい。

④　研修仮申込書に基づき、研修を受けるための資格審査を行い、研修を受けることができな

いと決定した方には、11月下旬までにその旨を通知し、研修受講料を返金します。なお、返

金手数料は仮申込者負担となります。（返金時期：平成 28年２月下旬）

（2）受講票、教材（テキスト）などの取扱い

①　受講票などが到着したときには、受講票の記載内容、教材（テキスト）、講義の時間割、会
場案内図などの同封物を必ず確認してください。
②　受講票は大切に保管し、講義及び修了試験の当日に必ず持参してください。受講票を持参

しない場合には、講義及び修了試験を受けられないことがあります。

③　研修に関する一切の事務処理は、受講票に記載される研修番号に基づいて行いますので、

研修番号は、必ず、別に控えておいてください。

④　教材（テキスト）一式は講義の当日に必ず持参してください。

（3）研修修了者（修了試験合格者）の発表方法

　修了試験の結果については、平成 28 年２月下旬、研修修了試験の受験者全員に修了試験合否

通知書で通知します。

（4）研修修了証の交付　

　研修修了者には、研修修了証を交付します。

　（なお、エネルギー管理士免状の交付を受けようとする方は、研修修了証を添付した認定申請書

を、経済産業大臣に提出することが必要です。）

研修仮申込みの後から研修修了者の発表まで5
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● 認定によるエネルギー管理士免状の交付まで

▼
11月 上旬

研修仮申込書に基づき、研修を受けるための資
格審査が行われます。

▼

12 月14日（月）～12月20日（日）

講義 6日及び修了試験 1日の研修が行われます。

▼

11 月 12日（木）頃

研修受講資格審査の結果、受講者となった方には、
受講票などが送付されます。11月 20日（金）ま
でに到着しない場合は、一般財団法人省エネルギー
センター試験部まで必ず連絡してください。

認定を受けようとする方は、経済産業大臣に認定申請書を提出します。

経済産業大臣より免状が交付されます。
※ 取得する免状は、法第 9条に基づくエネルギー管理士免状であり、
熱・電気の区分はありません。

▼

9 月24日（木）～10月20日（火）

研修仮申込書の受付が行われます。

▼

9 月11日（金）

研修実施に関する事項が官報公示され、「受講の
手引」の配付が始まります。

▼

2 月 下旬

研修修了試験の受験者全員に合否通知書で通知
されます。研修修了者には、研修修了証が交付
されます。
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※記入された内容については、個人情報として秘密を厳守し、研修事務以外には使用しません。

第38回 エネルギー管理研修
仮 申 込 書

専門区分

研修地

注意：本人が必ずかい書で正確に記入してください。記載内容に不備がある場合は、受講資格を失うことがあります。

 フリガナ （姓） （名）

 氏　　名

 生年月日 ・大正 ・昭和 ・平成 年 月 日

  （〒　　　－　　　　　）

 現 住 所 都道

 （送付先） 府県

 勤 務 先 

 
  

  （〒　　　－　　　　　）
 勤務先  都道
   府県
 住　所

 電 話 番 号
〔市外局番から〕

  （　　　　）
 

第36回修了試験に
合格している課目

 専門区分 課目Ⅰ 課目Ⅱ 課目Ⅲ 課目Ⅳ
 熱・電気

第37回の
研修番号

第36回修了試験に
合格している課目

 専門区分 課目Ⅰ 課目Ⅱ 課目Ⅲ 課目Ⅳ
 熱・電気

＊センター使用欄 申□ 写□ 払□ 実□ □
　  注意：センター使用欄には記入しないこと。

第38回 エネルギー管理研修　写 真 票

注意：本人が必ずかい書で正確に記入してください。

 フリガナ （姓） （名）

 氏　　名

 生年月日 ・大正 ・昭和 ・平成 年 月 日

写 真 貼 付 欄

・ 仮申込者本人の１人で撮影したもの。
  （カラー、白黒どちらでも可。）
・ 申込日から６ヶ月以内に撮影した

もの。
・ 縦45mm×横35mmの 大 きさ（パ

スポート用写真と同じ大きさ）で、
ふちなしのもの。

・ 正面、脱帽、無背景、上半身（肩
口まで）を撮影した写真で、本人
とすぐに判別できる鮮明なもの。

・ 写真の裏面には、氏名、生年月日
及び専門区分を記入した後、裏面
を全面のり付けし、この欄に、しっ
かりと貼り付けること。

 性　　　別 □男 □女

 電 話 番 号 （ 　 　 　 ）
 〔市外局番から〕

○：合格　　×：不合格
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〈
注

意
事

項
〉

＊受理月日

＊受理番号

＊研修番号

＊受理月日

＊受理番号

＊研修番号

4 A

4 A

＊受理月日

＊受理番号

＊研修番号

1.　熱 2.　電気

専門区分

研修地

1.　熱 2.　電気

会 社 名

工場又は
事業場名

部 署 名

＊センター使用欄　□
出 欠 欄

講義

修了試験

 課目Ⅰ 課目Ⅱ 課目Ⅲ 課目Ⅳ

 熱 １ １ 1 1 ２
 電気 １ １ 1 1 ２

１ １ １ １ ２ ２ ２ ３ ３ ３
１ １ ２ ２ ３    

１ １ ２ ２  
配１ 配2 配3 機１ 機2 機3

１ １ １ ２ ２ ３ ３ ４ ４ ５ ５
応１ 応2 応2 応3 加１ 加2 化１ 化2 照１ 照2 空１ 空2

第37回の
研修番号

「専 門 区 分」は、番 号 を
○で囲んでください。

＊印の「受理月日」、「受理番
号」、「研修番号」及び「セン
ター使用欄」は、記入しない
でください。

「現住所」欄には、郵便番号、
電話番号を正確に算用数字
で 記 入するとともに、住
所をかい 書 で正 確に記 入
してください。（必ず自宅
の 住 所を 記 入してくだ さ
い。記 入のない 場 合 は不
備書類となります。）
特に、団地名、アパート名、
号棟 などは忘れずに正確
に記入してください。
受講票などは当欄記載の現
住所へ送付します。

「勤務先」欄には、現在勤務
している工場・事業場の正
式な名称、所在地などを記
入してください。
なお、電話で直接連絡する
場合がありますので、連絡が
とれる勤務先、電話番号を正
確に記入してください。

研修を全課目受けようとする
方は、記入しないでください。
第37回に修了試験課目の一
部について合格し、今回は不
合格の課目についてのみ研
修を受けようとする方は、
第37回の研修番号を記入
し、熱・電気の区分を○で囲
み、各課目欄に合格課目には
○、不合格課目には×を記入
してください。

写真は、写真貼付欄の記載
事項に該当する写真を用意
してください（P.８の「B.写
真」の注意事項も参照）。
写真の裏面には、氏名、生
年月日及び専門区分を記入
した後、裏面を全面のり付
けし、しっかりと貼り付けて
ください。

記入しないでください。

「性別」は、男又は女を
「レ」で記入してください。

「研修地」は、次の研修地
の中から、希望の研修地
を選んで、記入してくださ
い。

〈研修地〉
仙台、東京、名古屋、
大阪、広島、福岡

「氏 名」は、か い 書 で 正
確 に、「フ リ ガ ナ」は、
カタカナで記入してくだ
さい。

「生 年 月 日」は、大 正、
昭 和 又 は平 成 を○で 囲
み、年月日を算用数字で
記入してください。

仮申込書、写真票及び払
込受付証明書貼付欄は切
り離さないでください。

研修受講料は、指定の払
込用紙にて銀行、郵便局

（ゆうちょ銀行）より納付
し、それを証する払込受
付証明書をしっかりと貼り
付けてください。（コピー
は不可です。）
受講料払込受付証明書に
ついては、P.９の「D.受講
料払込受付証明書」の注
意事項をよく読んでくだ
さい。

注意事項

注意事項

研修仮申込書の記載例

(注意事項を確認のこと )

研修仮申込書の記載例6
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■ 第 38回　エネルギー管理研修　平成27年度　受講の手引

エネルギー使用合理化実務従事証明書

氏　名

現住所 （〒　　　－ 　　　　）

上の者は、当工場（又は事業場）において　昭 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日から

　　　　　　年　　　月　　　日までエネルギーの使用の合理化に関する実務

※

内　容：（例示）

に従事したことを証明する。

工場（又は事業場）
の所在地及び名称

代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

社長（事業主）又は社長（事業主）から
権限を委譲されている工場長、事業場長 （公印を捺印のこと）

＊受理月日

＊受理番号

＊研修番号

 年 月 日

　 年 月 日生　
大正
昭和
平成

公印についての注意
認められない例 正しい例

田  

中

代
表
取
締

役
之
印

社

　長

之

　印

株式会社

○○○○

之印

株式会
社

  ○

○
○○

（公印でない例示） （公印の例示）

「公印」とは経済産業局や自治体などへ提出の公文書に押される登記印（原則）を指す。

なお、社長、工場長、事業場長以外の公印の場合、社長から証明権限が与えられていることが明確にわかる
委任状（写しでも可）を添付してください。（または、経済産業局などへ、その印で定期報告書などを提出し
ている場合は、定期報告書などの写しを添付してください。）

　 1.年間のエネルギー使用量　○○○○kL/年
　 2.実務内容
　　ボイラの運転
　　　○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで、
　　　△△式ボイラ、蒸発量○○○○ｔ/ｈ×○○基
　　　△△年△△月△△日から△△年△△月△△日まで、
　　　□□式ボイラ、蒸発量○○○○ｔ/ｈ×○○基

　　受電設備の運転
　　　△△年△△月△△日から△△年△△月△△日まで、
　　　受電電圧△△kV、容量△△△△kVA

株式会社　省エネ○○カンパニー

＊印の「受理月日」、「受理番号」及び
「研修番号」は、記入しないでくださ
い。

「氏名」、「生年月日」及び「現住所」は、
仮申込書の記載と相違ないように記
入してください。

年月日は、実務に従事した年月日を正
確に記入してください。現在従事して
いる場合でも、仮申込書提出日より
前 の 年月日を 記 入してください。  
注１）

証明日は、仮申込書提出日よりも前
の年月日を記入してください。 

実務に従事した工場又は事業場（※
印の工場又は事業場と同じ）の所在
地及び名称を記入してください。

実務に従事した工場又は事業場の証
明者を明記し、公印を押してください。
注４）、注５）、注６）　

従事した工場又は事業場の年
間のエネルギー使用量を必ず
記入し、実務内容、設備容量、規
模についても記載例を参考に
必ず記述してください。
注２）、注3）

［実務に従事した工場（事業場）の工場長（事業場長）
へ、社長（事業主）に代わって証明する権限が与えられ
ている場合の例］

工場（又は事業場） ○○県□□市△△△○丁目△番地
の所在地及び名称　 株式会社　省エネ○○カンパニー
 第１工場
代表者の氏名 株式会社　省エネ○○カンパニー

　　第１工場長　△△△　△△△

注意事項

印
工
場
長

の
印

公印

取
締
役

社
長
の
印

公印

記 載 例

　研修を受けようとする方は３年以上の「エネルギーの使用の合理化に関する実務経験」が必要とな
ります。エネルギー使用合理化実務従事証明書の記載に当たっては、下記およびP.14 の注意事項を
よく読んだうえで記載例にならって作成してください。
　平成 18年度から、エネルギーの定義が変わり、「燃料・熱」「電気」の区分が取り払われました。
　実務従事場所の工場・事業場（エネルギー使用設備）は、一定以上の規模が必要ですので下記を目
安にして申込んでください。
　工場・事業場例　→　 第二種エネルギー管理指定工場の年間エネルギー使用量の 1/2（原油換算

750kL、電気 300 万 kWh）
　対 象 設 備 例　→　ボイラ 1t/h 以上又は受電設備 380kVA以上

( 注意事項を必ず確認のこと )

エネルギー使用合理化実務従事証明書の記載例7
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■ 第 38回　エネルギー管理研修　平成27年度　受講の手引

エネルギー使用合理化実務従事証明書

氏　名

現住所 （〒　　　－ 　　　　）

上の者は、当工場（又は事業場）において　昭 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日から

　　　　　　年　　　月　　　日までエネルギーの使用の合理化に関する実務

※

内　容：（例示）

に従事したことを証明する。

工場（又は事業場）
の所在地及び名称

代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

社長（事業主）又は社長（事業主）から
権限を委譲されている工場長、事業場長 （公印を捺印のこと）

＊受理月日

＊受理番号

＊研修番号

 年 月 日

　 年 月 日生　
大正
昭和
平成

公印についての注意
認められない例 正しい例

田  

中

代
表
取
締

役
之
印

社

　長

之

　印

株式会社

○○○○

之印

株式会
社

  ○

○
○○

（公印でない例示） （公印の例示）

「公印」とは経済産業局や自治体などへ提出の公文書に押される登記印（原則）を指す。

なお、社長、工場長、事業場長以外の公印の場合、社長から証明権限が与えられていることが明確にわかる
委任状（写しでも可）を添付してください。（または、経済産業局などへ、その印で定期報告書などを提出し
ている場合は、定期報告書などの写しを添付してください。）

　 1.年間のエネルギー使用量　○○○○kL/年
　 2.実務内容
　　ボイラの運転
　　　○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで、
　　　△△式ボイラ、蒸発量○○○○ｔ/ｈ×○○基
　　　△△年△△月△△日から△△年△△月△△日まで、
　　　□□式ボイラ、蒸発量○○○○ｔ/ｈ×○○基

　　受電設備の運転
　　　△△年△△月△△日から△△年△△月△△日まで、
　　　受電電圧△△kV、容量△△△△kVA

株式会社　省エネ○○カンパニー

＊印の「受理月日」、「受理番号」及び
「研修番号」は、記入しないでくださ
い。

「氏名」、「生年月日」及び「現住所」は、
仮申込書の記載と相違ないように記
入してください。

年月日は、実務に従事した年月日を正
確に記入してください。現在従事して
いる場合でも、仮申込書提出日より
前 の 年月日を 記 入してください。  
注１）

証明日は、仮申込書提出日よりも前
の年月日を記入してください。 

実務に従事した工場又は事業場（※
印の工場又は事業場と同じ）の所在
地及び名称を記入してください。

実務に従事した工場又は事業場の証
明者を明記し、公印を押してください。
注４）、注５）、注６）　

従事した工場又は事業場の年
間のエネルギー使用量を必ず
記入し、実務内容、設備容量、規
模についても記載例を参考に
必ず記述してください。
注２）、注3）

［実務に従事した工場（事業場）の工場長（事業場長）
へ、社長（事業主）に代わって証明する権限が与えられ
ている場合の例］

工場（又は事業場） ○○県□□市△△△○丁目△番地
の所在地及び名称　 株式会社　省エネ○○カンパニー
 第１工場
代表者の氏名 株式会社　省エネ○○カンパニー

　　第１工場長　△△△　△△△

注意事項

印
工
場
長

の
印

公印

取
締
役

社
長
の
印

公印

注１）実務従事期間は、仮申込書提出の時点で3年以上が満たされていなければなりません。
 実務従事期間が、１つの工場（事業場）で３年以上に満たない場合は、通算して３年以上に
なるように、それぞれの工場（事業場）につき同様の様式で証明書を作成してください。（こ
の「受講の手引」にとじ込んである実務従事証明書を、A4サイズの用紙にコピーをして、作
成してください）実務従事証明書は当センターホームページ（http://www.eccj.or.jp/mgr1/
certificate/exp_certificate_form-1.doc）からもダウンロードできます。

注2）次の項目は必ずお書きください。記述が無い場合は、受け付けられません。
・従事した工場又は事業場の年間エネルギー使用量　　・実務内容　　・設備容量、規模

注3）実務内容は以下の実務の例を参考とし、まず、実務に従事した工場又は事業場全体のエネルギ
ー使用量を必ず記載してください。また、対象設備の容量、規模についても、記載例にならっ
て、その設備のエネルギーに関する容量、規模が判別できるよう簡潔、明瞭に記述してください。
（P. 15 ～ 17 の法律、省令、告示も参照してください。）実務は、常勤業務が前提で、当該設備
に直接関与していることが前提です。
なお、「エネルギーの使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネル
ギーの使用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいい
ます。

　 熱設備の実務の例
例：ボイラ、ボイラ関連設備、蒸気原動機、蒸気輸送装置、貯蔵装置、ドレン回収装置、工業炉、
蒸留装置、蒸発装置、濃縮装置、乾燥装置、加熱装置、熱交換器、乾留装置、ガス化装置、
冷凍設備、空気調和設備、内燃機関、ガスタービンなどの運転、操作、管理、監督など

　 電気設備の実務の例
例：発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気加熱設備、空
気調和設備、電気化学設備などの運転、操作、管理、監督など

注4）実務に従事したことの証明者は「工場（又は事業場）の事業者」です。（通常は設備の所有者
となります。）

　　　証明者について不明な場合は事前にお問い合わせください。

注5）証明者の「工場（事業場）の事業者」は社長（事業主）、又は社長（事業主）から権限を委譲され
ている工場長、事業場長としてください。捺印は、「取締役社長の印」、「工場長の印」などと印字
のある公印を押してください。（社名のみの印及び私印は無効です。通常は登記印になります。）
「公印」とは経済産業局や自治体などへ提出の公文書に押される登記印（原則）を指します。

注６） 記述内容を修正した場合は、必ず証明者の訂正印を押印してください。

エネルギー使用合理化実務従事証明書の記載上の注意事項
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■ 第 38回　エネルギー管理研修　平成27年度　受講の手引

◆ 参　考 ◆
　｢エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」（職務、業務関連）及び「工場等における

エネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（抜粋）を次に記載しますので、実務の記

述に当たり、参考にしてください。

◇「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」（職務、業務関連）
● 職務関連　＊第 11条に基づき要約

　　第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関しエネルギーを消費す

る設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。

● 業務関連　＊施行規則第 10条に基づき要約

　　一　エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関すること

　　二　施行規則第 17条の報告書に係る書類の作成及び法第 87条第３項の報告に係る書類の作成

● 実務の定義　＊試験規則第１条の第２項

　　「エネルギーの使用の合理化に関する実務」とは、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使

用の合理化に関する設備の維持並びにエネルギーの使用の方法の改善及び監視をいう。

◇ 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」（抜粋）
「工場等に係る事業者の判断の基準」の概要

対象 管理・基準 計測及び記録 保守及び点検 新設に当たっての措置

（1）
燃料の燃焼
の合理化

①燃料の燃焼の管理
ア . 燃料の燃焼の管理は、燃料の燃焼を行う設備
（以下「燃焼設備」という。）及び使用する燃
料の種類に応じて、空気比についての管理標
準を設定。

イ . ア . の管理標準は、別表第1（A）に掲げる
空気比の値を基準として空気比を低下させる
ように設定。

ウ . 複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備
全体としての熱効率が高くなるように管理標
準を設定し、それぞれの燃焼設備の燃焼負荷
を調整。

エ . 燃料を燃焼する場合には、燃料の粒度、水分、
粘度等の性状に応じて、燃焼効率が高くなる
よう運転条件に関する管理標準を設定し、適
切に運転。

②燃料の燃焼に関する
計測及び記録
燃焼設備ごとに、燃
料の供給量、燃焼に
伴う排ガスの温度、
排ガス中の残存酸素
量その他の燃料の燃
焼状態の把握及び改
善に必要な事項の計
測及び記録に関する
管理標準を設定。こ
れらの事項を定期的
に計測し、その結果
を記録。

③燃焼設備の保守及び
点検
燃焼設備は、保守及
び点検に関する管理
標準を設定。定期的
に保守及び点検を行
い、良好な状態に維
持。

④燃焼設備の新設に当たっての措置
ア . 燃焼設備を新設する場合には、バーナー等の
燃焼機器は、燃焼設備及び燃料の種類に適合し、
かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の
供給量及び空気比を調整できるものとする。

イ . 燃焼設備を新設する場合には、通風装置は、通
風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとす
る。

（2）
加熱及び冷却
並びに伝熱の
合理化

（2-1）加熱設備等

①加熱及び冷却並びに伝熱の管理
ア .蒸気等の熱媒体を用いる加熱設備、冷却設備、
乾燥設備、熱交換器等は、加熱及び冷却並び
に伝熱（以下「加熱等」という。）に必要とさ
れる熱媒体の温度、圧力及び量並びに供給さ
れる熱媒体の温度、圧力及び量について管理
標準を設定し、熱量の過剰な供給をなくす。

イ . 加熱、熱処理等を行う工業炉は、設備の構造、
被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工
程等に応じて、熱効率を向上させるように管
理標準を設定し、ヒートパターンを改善。

ウ . 加熱等を行う設備は、被加熱物又は被冷却物
の量及び炉内配置について管理標準を設定し、
過大負荷及び過小負荷を避ける。

エ . 複数の加熱等を行う設備を使用するときは、
設備全体としての熱効率が高くなるように管理
標準を設定し、それぞれの設備の負荷を調整。

オ . 加熱を反復して行う工程においては、管理標
準を設定し、工程間の待ち時間を短縮。

カ .加熱等を行う設備で断続的な運転ができるも
のは、管理標準を設定し、運転を集約化。

キ . ボイラーへの給水は、水質に関する管理標準
を設定。給水の水質の管理は、日本工業規格
B8223（ボイラーの給水及びボイラー水の
水質）に規定するところ（これに準ずる規格
を含む。）により行う。

ク . 蒸気を用いる加熱等を行う設備は、不要時に
蒸気供給バルブを閉止。

ケ . 加熱等を行う設備で用いる蒸気は、適切な乾
き度を維持。

コ . その他、加熱等の管理は、被加熱物及び被冷
却物の温度、加熱等に用いられる蒸気等の熱
媒体の温度、圧力及び流量その他についての
管理標準を設定。

②加熱等に関する計測
及び記録
被加熱物又は被冷却
物の温度、加熱等に
用いられる蒸気等の
熱媒体の温度、圧力
及び流量その他の熱
の移動の状態の把握
及び改善に必要な事
項の計測及び記録に
関する管理標準を設
定。これらの事項を
定期的に計測し、そ
の結果を記録。

③加熱等を行う設備の
保守及び点検
ボイラー、工業炉、
熱交換器等の伝熱面
その他の伝熱に係る
部分の保守及び点検
に関する管理標準を
設定。定期的にばい
じん、スケールその
他の付着物を除去し、
伝熱性能の低下を防
止。

④加熱等を行う設備の新設に当たっての措置
加熱等を行う設備（建築設備を除く。）を新設す
る場合には、次に掲げる事項等の措置を講じる。
また、建築設備である加熱設備を新設する場合
には、次に掲げる事項等の措置を講じることに
より、建築物判断基準中、空気調和及び給湯に
関する事項を踏まえ、エネルギーの効率的利用
を実施。

ア . 熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を
用いる。

イ . 熱交換器の配列の適正化により総合的な熱効率
を向上させる。
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対象 管理・基準 計測及び記録 保守及び点検 新設に当たっての措置

（2）
加熱及び冷却
並びに伝熱の
合理化

（2-2）空気調和設備、給湯設備

①空気調和設備、給湯設備の管理
（略）

②空気調和設備、給湯
設備に関する計測及
び記録
（略）

③空気調和設備、給湯
設備の保守及び点検
（略）

④空気調和設備、給湯設備の新設に当たっての措置
（略）

（3）
廃熱の回収
利用

①廃熱の回収利用の基準
ア . 排ガスの廃熱の回収利用は、排ガスを排出す
る設備等に応じ、廃ガスの温度又は廃熱回収率
について管理標準を設定。

イ . ア . の管理標準は、別表第2（A）に掲げる
廃ガス温度及び廃熱回収率の値を基準として
廃ガス温度を低下させ廃熱回収効率を高める
ように設定。

ウ . 蒸気ドレンの廃熱の回収利用は、廃熱の回収
を行う蒸気ドレンの温度、量及び性状の範囲
について管理標準を設定。

エ . 加熱された固体若しくは流体が有する顕熱、
潜熱、圧力、可燃性成分等の回収利用は、回
収を行う範囲について管理標準を設定。

オ .排ガス等の廃熱は、原材料の予熱等その温度、
設備の使用条件等に応じた適確な利用に努め
る。

②廃熱に関する計測及び
記録
廃熱の温度、熱量、
廃熱を排出する熱媒
体の成分その他の廃
熱の状況を把握し、
その利用を促進する
ために必要な事項の
計測及び記録に関す
る管理標準を設定。
これらの事項を定期
的に計測し、その結
果を記録。

③廃熱回収設備の保守
及び点検
廃熱の回収利用のため
の熱交換器、廃熱ボイ
ラー等（以下「廃熱回
収設備」という。）は、
伝熱面等汚れの除去、
熱媒体の漏えい部分
の補修等廃熱回収及
び廃熱利用の効率を維
持するための事項に関
する保守及び点検につ
いて管理標準を設定。
定期的に保守及び点検
を行う。

④廃熱回収設備の新設に当たっての措置
ア . 廃熱を排出する設備から廃熱回収設備に廃熱を
輸送する煙道、管等を新設する場合には空気の
侵入の防止、断熱の強化その他の廃熱の温度を
高く維持するための措置を講ずる。

イ . 廃熱回収設備を新設する場合には、廃熱回収
率を高めるように伝熱面の性状及び形状の改善、
伝熱面積の増加等の措置を講ずる。

（4）
熱の動力等
への変換の
合理化

（4-1）発電専用設備

①発電専用設備の管理
ア . 発電専用設備にあっては、高効率の運転を
維持できるよう管理標準を設定して運転の管
理をする。また、複数の発電専用設備の並列
運転に際しては、負荷の増減に応じてその適
切な配分がなされるように管理標準を設定し、
総合的な効率の向上を図る。

イ .火力発電所の運用に当たって蒸気タービンの
部分負荷における減圧運転が可能な場合には、
最適化について管理標準を設定。

②発電専用設備に関す
る計測及び記録
発電専用設備は、総
合的な効率の計測及
び記録に関する管理
標準を設定。定期的
に計測を行い、その
結果を記録。

③発電専用設備の保守
及び点検
発電専用設備を利用
する場合には、総合
的な効率を高い状態
に維持するように保
守及び点検に関する
管理標準を設定。定
期的に保守及び点検
を行う。

④発電専用設備の新設に当たっての措置
ア . 発電専用設備を新設する場合には、電力需要実
績と将来動向について検討を行い、適正規模の
設備容量とする。

イ . 発電専用設備を新設する場合には、国内の火力
発電専用設備の平均的な受電端発電効率と比較
し、年間で著しくこれを下回らないものとする。
この際、別表6に掲げる電力供給業に使用する
発電専用設備を新設する場合には、汎用機の中
で最高水準の発電端効率のものとする。

（4-2）コージェネレーション設備

①コージェネレーション設備の管理
ア . コージェネレーション設備に使用されるボ
イラー、ガスタービン、蒸気タービン、ガス
エンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管
理は、管理標準を設定して、発生する熱及び
電気が十分に利用されるよう負荷の増減に応
じた総合的な効率を高めるものとする。また、
複数のコージェネレーション設備の並列運転
に際しては、負荷の増減に応じて適切な配分
がなされるように管理標準を設定し、総合的
な効率の向上を図る。

イ .抽気タービン又は背圧タービンをコージェネ
レーション設備に使用するときは、抽気タービ
ンの抽気圧力又は背圧タービンの背圧の許容さ
れる最低値について、管理標準を設定。

②コージェネレーション
設備に関する計測及
び記録

ア . コージェネレーショ
ン設備に使用するボ
イラー、ガスタービ
ン、蒸気タービン、
ガスエンジン、ディー
ゼルエンジン等は、
負荷の増減に応じた
総合的な効率の改善
に必要な計測及び記
録に関する管理標準
を設定。定期的に計
測を行い、その結果
を記録。

イ . 抽気タービン又は背
圧タービンを許容さ
れる最低の抽気圧力
又は背圧に近い圧力
で運転する場合には、
運転時間、入口圧力、
抽気圧力又は背圧、
出口圧力、蒸気量等
の計測及び記録に関
する管理標準を設定。
これらの事項を定期
的に計測し、その結
果を記録。

③コージェネレーション
設備の保守及び点検
コージェネレーショ
ン設備は、総合的な
効率を高い状態に維
持するように保守及
び点検に関する管理
標準を設定。定期的
に保守及び点検を行
う。

④コージェネレーション設備の新設に当たっての
措置
コージェネレーション設備を新設する場合には、
熱及び電力の需要実績と将来の動向について検
討を行い、年間を総合して排熱及び電力の十分
な利用が可能であることを確認し、適正規模の
設備容量のコージェネレーション設備の設置を
行う。

（5）
放射、伝導、
抵抗等によ
る エ ネ ル
ギーの損失
の防止

（5-1）放射、伝導等による熱の損失の防止

①断熱の基準
ア .熱媒体及びプロセス流体の輸送を行う配管そ
の他の設備並びに加熱等を行う設備（以下「熱
利用設備」という。）の断熱化の工事は、日本
工業規格 A9501（保温保冷工事施工標準）
及びこれに準ずる規格に規定するところによ
り行う。

イ . 工業炉を新たに炉床から建設するときは、別
表第 3（A）に掲げる炉壁外面温度の値（間
欠式操業炉又は1 日の操業時間が12 時間を
超えない工業炉のうち、炉内温度が 500℃
以上のものにあっては、別表第 3（A）に掲
げる炉壁外面温度の値又は炉壁内面の面積の
70パーセント以上の部分をかさ密度の加重
平均値1.0 以下の断熱物質によって構成する
こと。）を基準として、炉壁の断熱性を向上さ
せるように断熱化の措置を講ずる。また、既
存の工業炉についても施工上可能な場合には、
別表第 3（A）に掲げる炉壁外面温度の値を
基準として断熱化の措置を講ずる。

②熱の損失に関する計
測及び記録
加熱等を行う設備ご
とに、炉壁外面温度、
被加熱物温度、廃ガ
ス温度等熱の損失状
況を把握するための
事項及び熱の損失改
善に必要な事項の計
測及び記録に関する
管理標準を設定。こ
れらの事項を定期的
に計測し、その結果
に基づく熱勘定等の
分析を行い、その結
果を記録。

③熱利用設備の保守及び
点検

ア . 熱利用設備は、断熱
工事等熱の損失の防
止のために講じた措
置の保守及び点検に
関する管理標準を設
定。定期的に保守及
び点検を行う。

イ . スチームトラップ
は、その作動の不良
等による蒸気の漏え
い及びトラップの詰
まりを防止するよう
に保守及び点検に関
する管理標準を設定。
定期的に保守及び点
検を行う。

④熱利用設備の新設に当たっての措置
ア . 熱利用設備を新設する場合には、断熱材の厚さ
の増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、断熱の
二重化等断熱性を向上させる。また、耐火断熱
材を使用する場合は、十分な耐火断熱性能を有
する耐火断熱材を使用。

イ . 熱利用設備を新設する場合には、熱利用設備の
開口部は、開口部の縮小又は密閉、二重扉の取
付け、内部からの空気流等による遮断等により、
放散及び空気の流出入による熱の損失を防止。

ウ . 熱利用設備を新設する場合には、熱媒体を輸送
する配管の径路の合理化、熱源設備の分散化等
により、放熱面積を低減。
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対象 管理・基準 計測及び記録 保守及び点検 新設に当たっての措置

（5）
放射、伝導、
抵抗等によ
る エ ネ ル
ギーの損失
の防止

（5-2）抵抗等による電気の損失の防止　

①受変電設備及び配電設備の管理　
ア . 変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷に
おける効率を考慮して、全体の効率が高くな
るように管理標準を設定し、稼働台数の調整
及び負荷の適正配分を行う。　

イ . 受変電設備の配置の適正化及び配電方式の変
更による配電線路の短縮、配電電圧の適正化等
について管理標準を設定し、配電損失を低減。

ウ . 受電端における力率は、95 パーセント以上
とすることを基準として、別表第4 に掲げる
設備又は変電設備における力率を進相コンデ
ンサの設置等により向上させる。ただし、発
電所の所内補機を対象とする場合はこの限り
でない。　

エ . 進相コンデンサは、これを設置する設備の
稼働又は停止に合わせて稼働又は停止させる
ように管理標準を設定して管理。　

オ . 三相電源に単相負荷を接続させるときは、
電圧の不平衡を防止するよう管理標準を設定。

カ . 電気を使用する設備の稼働について管理標
準を設定し、調整することにより、工場にお
ける電気の使用を平準化して最大電流を低減。

キ . その他、電気使用設備への電気の供給の管
理は、受変電設備及び配電設備の電圧、電流等
電気の損失を低減するために管理標準を設定。

②受変電設備及び配電
設備に関する計測及
び記録　
工場における電気の
使用量並びに受変電
設備及び配電設備の
電圧、電流等電気の
損失を低減するため
に必要な事項の計測
及び記録に関する管
理標準を設定。これ
らの事項を定期的に
計測し、その結果を
記録。

③受変電設備及び配電
設備の保守及び点検
受変電設備及び配電
設備は、良好な状態
に維持するように保
守及び点検に関する
管理標準を設定。定
期的に保守及び点検
を行う。

④ 受変電設備及び配電設備の新設に当たっての措置
ア . 受変電設備及び配電設備を新設する場合には、
電力の需要実績と将来の動向について十分な検
討を行い、受変電設備の配置、配電圧、設備容
量を決定。　

イ . 特定機器に該当する受変電設備に係る機器を
新設する場合は、当該機器に関する性能の向上
に関する製造事業者等の判断の基準に規定する
基準エネルギー消費効率以上の効率のものの採
用を考慮。

（6）
電気の動力、
熱等への変
換の合理化

（6-1）電動力応用設備、電気加熱設備等　

①電動力応用設備、電気加熱設備等の管理　
ア . 電動力応用設備は、電動機の空転による電
気の損失を低減するよう、始動電力量との関
係を勘案して管理標準を設定し、不要時の停
止を行う。　

イ . 複数の電動機を使用するときは、部分負荷
における効率を考慮して、電動機全体の効率
が高くなるように管理標準を設定し、稼働台
数の調整及び負荷の適正配分を行う。　

ウ . ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー
等の流体機械は、その使用端圧力及び吐出量
の見直しを行い、負荷に応じた運転台数の選
択、回転数の変更等に関する管理標準を設定
し、電動機負荷を低減する。なお負荷変動幅
が定常的な場合は、配管やダクトの変更、イ
ンペラーカット等の対策を検討。

エ . 誘導炉、アーク炉、抵抗炉等の電気加熱設
備は、被加熱物の装てん方法の改善、無負荷
稼働による電気の損失の低減、断熱及び廃熱
回収利用に関して管理標準を設定し、その熱
効率を向上させる。　

オ . 電解設備は、適当な形状及び特性の電極を
採用し、電極間距離、電解液の濃度、導体の
接触抵抗等に関して管理標準を設定し、その
電解効率を向上させる。　

カ . その他、電気の使用の管理は、その電圧、
電流等電気の損失を低減するために必要な事
項についての管理標準を設定。

②電動力応用設備、電
気加熱設備等に関す
る計測及び記録　
電動力応用設備、電
気加熱設備等の設備
は、電圧、電流等電
気の損失を低減する
ために必要な事項の
計測及び記録に関す
る管理標準を設定。
これらの事項を定期
的に計測し、その結
果を記録。

③電動力応用設備、電
気加熱設備等の保守
及び点検　

ア . 電動力応用設備は、
負荷機械、動力伝達
部及び電動機におけ
る機械損失を低減す
るように保守及び点
検に関する管理標準
を設定。定期的に保
守及び点検を行う。

イ . ポンプ、ファン、ブ
ロワー、コンプレッ
サー等の流体機械は、
流体の漏えいを防止
し、流体を輸送する
配管やダクト等の抵
抗を低減するように
保守及び点検に関す
る管理標準を設定。
定期的に保守及び点
検を行う。

ウ . 電気加熱設備及び電
解設備は、配線の接
続部分、開閉器の接
触部分等における抵
抗損失を低減するよ
うに保守及び点検に
関する管理標準を設
定。定期的に保守及
び点検を行う。

④電動力応用設備の新設に当たっての措置　
電動力応用設備であって常時負荷変動の大きい
状態で使用することが想定されるような設備を
新設する場合には、負荷変動に対して稼働状態
を調整しやすい設備構成とする。

（6-2） 照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器　

①照明設備、昇降機、事務用機器の管理 
ア . 照明設備は、日本工業規格Z9110（照度
基準）又はZ9125（屋内作業場の照明基準）
及びこれらに準ずる規格に規定するところに
より管理標準を設定して使用する。また、過
剰又は不要な照明をなくすように管理標準を
設定し、調光による減光又は消灯を行う。　

イ . 昇降機は、時間帯や曜日等により停止階の制
限、複数台ある場合には稼働台数の制限等に
関して管理標準を設定し、効率的な運転を行
う。

ウ . 事務用機器は、不要時において適宜電源を
切るとともに、低電力モードの設定を実施。

②照明設備に関する計
測及び記録　
照明設備は、照明を
施す作業場等の照度
の計測及び記録に関
する管理標準を設定。
定期的に計測し、そ
の結果を記録。

③照明設備、昇降機、
事務用機器の保守及
び点検　

ア . 照明設備は、照明器
具及びランプ等の清
掃並びに光源の交換
等保守及び点検に関
する管理標準を設定。
定期的に保守及び点
検を行う。　

イ . 昇降機は、電動機の
負荷となる機器、動
力伝達部及び電動機
の機械損失を低減す
るよう保守及び点検
に関する管理標準を
設定。定期的に保守
及び点検を行う。

ウ . 事務用機器は、必要
に応じ定期的に保守
及び点検を行う。

④照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器の
新設に当たっての措置　

ア . 照明設備を新設する場合には、次に掲げる事項
等の措置を講じることにより、建築物判断基準
中、照明設備に関する事項を踏まえ、エネルギー
の効率的利用を実施。　

（ア）電子回路式安定器（インバーター）を点灯回
路に使用した蛍光ランプ（Hf 蛍光ランプ）等省
エネルギー型設備を考慮。　

（イ）高輝度放電ランプ（HID ランプ）等効率の高
いランプを使用した照明器具等省エネルギー型
設備を考慮。　

（ウ）保守が容易な照明器具を選択するとともに、そ
の設置場所、設置方法等についても保守性を考慮。

（エ）照明器具の選択には、光源の発光効率だけで
なく、点灯回路や照明器具の効率及び被照明場所
への照射効率も含めた総合的な照明効率を考慮。

（オ）昼光を使用することができる場所の照明設備の
回路は、他の照明設備と別回路にすることを考慮。

（カ）不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のた
め、人体感知装置の設置、タイマーの利用、保
安設備との連動等の措置を講ずる。　

イ . 昇降機を新設する場合には、建築物判断基準中、
昇降機に関する事項を踏まえ、エネルギーの効
率的利用を実施。　

ウ . 特定機器に該当する照明設備に係る機器、事務
用機器及び民生用機器等を新設する場合は、製
造事業者等の判断の基準に規定する基準エネル
ギー消費効率以上の効率のものの採用を考慮。
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・研修当日の実施に関して、省エネルギーセンターからお知らせがある場合は、当センター
ホームページの「試験部からのお知らせ」に情報を掲載します。必ず最新情報を随時ご確認
くださいますようお願いします。（http://www.eccj.or.jp/）

（1） 研修を受けるに当たっての注意事項
①研修当日、受講者は、必ず受講票とテキストを携行してください。
②研修会場には、受講者用の駐車場・駐輪場が用意されていません。できるだけ公共の交通機関
を利用してください。 
③大雪などの天候、その他により、研修会場への交通が乱れることがありますので、事前に情報
を得て、十分時間に余裕をみてご来場ください。なお、一部の地域において、天災又は公共交
通機関の運行停止などにより受講できない場合があっても、当該者に対する再研修は実施しま
せん。また、研修受講料の返金もいたしませんのでご了承ください。
④研修の受講を承認された受講者以外の方が、代わって受講したことが確認された場合（不正行為）
は、研修を受講したものとみなしません。 
⑤講義室及び修了試験室内では、携帯電話などの電子機器・通信機器の電源を必ず切って、鞄な
どにしまってください。 
⑥講義室及び修了試験室内には、時計がない場合がありますのでご了承ください。 
⑦講義室及び修了試験室内は禁煙です。研修会場内の指定された場所で喫煙してください。研修
会場内及びその周辺に、喫煙場所がない場合もありますのでご了承ください。 
⑧昼食は予め各自ご用意ください。 
⑨この研修は一週間の長期間となります。研修期間中の体調管理はもちろんですが、申込後から
研修までの期間もインフルエンザ対策など、体調管理には十分留意をされ、取り組んでください。 
⑩研修会場では、係員の指示に従ってください。係員の指示に従わない場合、他の受講者の迷惑
になる行為をした場合などは、研修会場より退去していただき、研修を受講したものとみなし
ません。

（2） 講義を受けるに当たっての注意事項
①講義中は机上の見やすい位置に受講票を置いてください。
②受講者は規定のすべての講義を受けなければ、修了試験を受ける資格は得られません。
③受講者は、規定の講義時間に、30分以上の遅刻・早退をした場合、又は、30分未満の遅刻・
早退が３回以上の場合は、規定の講義を受けたものとみなしません。
④講義中の録音・録画はできません。
⑤講師へのご質問には原則お答えできませんのでご了承ください。

（3） 修了試験を受けるに当たっての注意事項
①受験をする課目の修了試験開始の 10分前までに、受講票と同一の研修番号の席に着席してく
ださい。指定の会場あるいは指定の席以外で受験すると、欠席扱い又は失格となります。 
②修了試験中は机上の見やすい位置に受講票を置いてください。
③全ての時限で、30分以上の遅刻者は、入室を認めません。 
④全ての時限で、修了試験開始後 30分間及び修了試験終了前 10分間は、退室を認めません。 
⑤筆記用具、消しゴム、電卓 1台、時計（時計機能だけのもの）、眼鏡、拡大鏡（ルーペ）及び
受講票以外のものは机上に置かないでください。 
⑥問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。印刷不良の部分についてのみ、質問に
応じます。 
⑦修了試験中の私語、筆記用具などの貸借及び下敷の使用は認めません。 
⑧修了試験中の飲食は認めません。 
⑨答案用紙は、解答未記入の場合でも、問題番号、生年月日、研修地及び研修番号を記入し、必
ず提出してください。答案用紙を提出せずに退室又は持ち帰った場合は、欠席扱いとなります。 
⑩修了試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。

研修を受けるに当たっての注意事項8
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　エネルギー管理研修修了試験では、電卓を使用することができます。ただし、関数電卓、携帯電話
などの電卓機能、数式等が記憶できるメモリ機能付き電卓は使用禁止となっていますのでご注意くだ
さい。なお、電卓の貸与はいたしません。

● 使用可能な電卓（下記以外の機能を有する電卓は使用できません）
・電池（太陽電池を含む）内蔵型電卓で、キーを押したときに電子音などがしないもの。

・ 四則演算、開平計算、百分率計算、税計算、符号変換、数値メモリ、電源入り切り、リセット及び
消去の機能を持つもの。
　また、√キー機能は、修了試験問題の解答に使用する場合があります。
　なお、「四則演算、開平計算、百分率計算、税計算、符号変換、数値メモリ、電源入り切り、リセ
ット及び消去の機能」とは、電卓のキーの働きが次の表に示すキーの機能表示の範囲に対応します。

キーの働き キーの機能表示
＋　　－　　×　　÷　　＝　　ＧＴ
00　0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　 .

√

％

税込　　税抜　　税率　　税率設定　　税率確認

＋/ －　 　±　　＋   －

Ｍ－　　Ｍ＋　　ＣＭ　　ＲＭ　　ＭＲ　　ＭＣ
ＭＲＣ　　Ｍ　　　Ｍ　　　

（上記キーとほかの機能のキーを複合したものも含む）

（上記キーとほかの機能のキーを複合したものも含む）
例：ＯＮ／Ｃ・ＣＥ　　ＯＮ／ＣＡ　　ＯＮ／Ｃ　　ＯＮ・Ｃ
ＡＣ（ほかの機能のキーを複合したものも含む）
例：ＯＮ／ＡＣ
Ｃ　　　ＣＥ　　　　　　　
（上記キーとほかの機能のキーを複合したものも含む）
例：Ｃ／ＣＥ　　Ｃ・ＣＥ　　ＯＮ／Ｃ・ＣＥ

（備考） 1 . ほかの機能のキーとは、この表にあるキー機能のことです。
. 2 このほかに、四捨五入、切り捨てなどのスライドスイッチ、小数点以下の位
取りスライドスイッチのあるものは使用できます。

－＝ ＋＝

例：Ｒ･ＣＭ　　ＲＭ／ＣＭ
ＯＮ　　　ＯＦＦ

％±

億　　千　　万　　時間計算　　原価（MD）　　売価（ＭＵ）
粗利（率）　　利益率

CI

四 則 演 算

開 平 計 算

百 分 率 計 算

税 計 算

符 号 変 換

数 値 メ モ リ

電 源 入 り 切 り
（ 盤 面 表 示も 可 ）

リ セ ッ ト

消 去

そ の 他

使用できる電卓の例 使用できない電卓の例（関数電卓）

 エネルギー管理研修修了試験における電卓の取扱いについて 
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トラブルについて　各経済産業局問い合わせ先

●北海道経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（011）709-1753
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（011）709-1785

●東北経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（022）221-4932
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（022）261-3011

●関東経済産業局 資源エネルギー環境部省エネルギー対策課
 電話（048）600-0364
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（048）600-0443

●中部経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（052）951-2775
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（052）951-2836

●近畿経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（06）6966-6043
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（06）6966-6028

●中国経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（082）224-5741
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（082）224-5673

●四国経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（087）811-8535
 産業部消費者相談室
 電話（087）811-8527

●九州経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
 電話（092）482-5473
 産業部消費経済課消費者相談室
 電話（092）482-5458

●沖縄総合事務局 経済産業部
 エネルギー対策課
 電話（098）866-1759

●経済産業省 資源エネルギー庁
 省エネルギー・新エネルギー部
 省エネルギー対策課
 商務情報政策局
 商務流通グループ消費者相談室
 電話（03）3501-1511（代）

省エネ法に係る問い合わせはエネルギー対策課または省エネル
ギー対策課、トラブルに係る問い合わせは消費者相談室にお問
い合わせください。

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」では、経済
産業大臣が、エネルギーを一定量以上消費する工場を指定
工場として指定し、このうち製造業などの５業種の第一種指
定工場には、専門的知識を備え、省エネルギー推進の中核と
なる「エネルギー管理者」を「エネルギー管理士の資格を有
する者」の中から、選任することになっています。
　「エネルギー管理士」の資格取得の方法は次の（1）又は
（2）です。
（1）国家試験に合格する（受験資格は特にありません）。
（2）一般財団法人省エネルギーセンターが実施する
エネルギー管理研修の修了試験に合格する。

このうち、（2）のエネルギー管理研修の受講資格は
「エネルギーの使用の合理化に関する実務に３年以上従
事した者」となっています。

なお、最近、電話勧誘販売のトラブルが増
えていますが、電話で不実のことを告げ勧誘
することや、しつこい電話勧誘は、「特定商
取引に関する法律」で禁止されています。悪
質な電話勧誘販売を受けた場合の対応を以下
に要約してまとめます。
①　電話勧誘販売を行うときは、訪問販売と
同じようにその販売業者又は役務提供業者
の氏名又は名称商品等の種類を明らかにし
なければならないほかに、その電話が販売
について勧誘するためのものであることを
告げなければなりません。
　　また、消費者が電話勧誘販売によって
購入する意思がないことを明らかにした
ときは、その勧誘を執拗に続けたり、再
度勧誘したりしてはならないことになっ
ています。
②　販売業者又は役務提供業者は、訪問販
売と同じように契約の申込みを受けたと
き、又は契約の締結をしたときは、その内
容に係る一定の事項を記載した書面を消
費者に交付しなければなりません。また、
消費者は、その書面を受け取った日を含
めて８日間は、無条件で申込みの撤回又
は契約の解除を行うことができます。

最近「○○協会」、「△△審議会」など公的機関と紛
らわしい名称を用いた団体又は機関が、「エネルギー管
理士」の資格取得のための講習を勧誘し、トラブルが
発生する例が増えています。例えば、「第三種電気主任
技術者の資格を取得すれば、講習を受けるだけで、エ
ネルギー管理士の資格も取得できる。」などの内容です。
これらの団体又は機関は一般財団法人省エネルギーセン
ター並びに経済産業省とは一切関係ありませんし、こ
れらの講習を受講されても何ら公的資格が直接取得で
きるものではありません。

 「エネルギー管理士」資格をめぐるトラブルについて 
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〔参 考〕　研修修了試験問題例題

　熱分野 解答：記述式

（平成 26年度　エネルギー管理研修修了試験問題　問題 4（熱力学の基礎）一部抜粋）
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　電気分野 解答：記述式

（平成 26年度　エネルギー管理研修修了試験問題　問題 8（電気機器）一部抜粋）



※この印刷物は資源の有効利用のため、古紙配合率100％の再生紙・植物性インキを使用しています。

禁無断転載、版権所有一般財団法人省エネルギーセンター
Copyright ©The Energy Conservation Center, Japan 2015


